
                                 

[１] 次世代育成支援対策について      ６   妊娠・ 

出産・子育て・

子育ちを支え

る社会の推進 

 

 安心して子育てができ、子どもが健全に健やかに育つこと 

ができるよう、行政、企業をはじめ、地域の様々な団体、高齢 

者等様々な世代など社会全体で、新たな支え合いによる子育 

ち・子育てを支援していく体制づくりを進めることが重要です。 

このため、「社会全体での子育ち・子育ての支援」を理念と 

し、県民をあげて体制づくりを進めるため、“子育て支援を進 

める県民運動“を展開し、各施策を総合的に推進します。 

 

 
次世代育成支援対策県行動計画の理念、目標及び基本方針 

 

 

  
                               出典：うつくしま子ども夢プラン 
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[２] 母子保健医療施策の推進                 

  ① 乳児死亡率 

      本県における乳児死亡率は、ここ数年、低下してきており、平成１７年においては全国平均を

下回るまで低下しました。今後も健康診査、保健指導、医療援護などを推進し、子どもを安心し

て産み、健やかに育てられるよう、支援を行っていきます。 

乳児死亡率（出生千対）
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資料：保健統計の概況（福島県保健福祉部） 

② 

     示していましたが、

そ

ちをサポートする環境整備を行い、次代の親となる１０代の子どもたちの健

全な育成を図ります。 

  十代の人工妊娠中絶実施率 

 本県の１０代の人工妊娠中絶実施率は平成１４年度をピークに増加傾向を

の後、減少に転じているものの全国平均を大きく上回って推移しています。 

そのため、家庭、学校及び地域等と連携しながら、子どもの発達段階や知識に応じた個別相談

体制の充実と子どもた

十代の人工妊娠中絶実施率（１５歳以上２０歳未満女子人口千対）
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資料：保健統計の概況（福島県保健福祉部） 

 

 - 51 -



 - 52 -

母子保健対策の体系 

実施 

機関    妊娠 ２歳  ３歳   ４歳 ５歳 ６歳 

 
思春期   結婚      出生       1 歳  

専

門

的

業

務

等 

●思春期相談事業 

 

 

 

 

       ●先天性代謝異常等検査事業 

       ●新生児聴覚検査普及事業 

       ●のびゆく子ども支援事業 

       ・交流、相談事業 

       ・訪問指導事業 

        

 

    ●不妊専門相談事業 

      ●未熟児の訪問指導 

 

●妊婦健康診査支援基金事業 

 
 
 
 
 
 
 
県 

等 

医

療

助

成

 

 

 

 

    ● 療費 特定不妊治

助成事業 

●妊娠中毒症等援護事業 

       ●乳幼児医療費助成事業（入・通院とも 就学前まで） 

       ●養育医療給付事業 

       ●育成医療給付事業 

       ●療育医療給付事業 

       ●小児慢性特定疾患治療研究事業 

健

康

教

●婚前学級・新婚学級 ●妊娠の届出及び母子健康手帳の交付 

 

育 

   ●母親学級 

 

 

健

康

診

査 

 ●妊婦一般健康診査 ●乳幼児健康診査  ●１歳６か月児  ●３歳児健康診査 

 ・ＨＢｓ抗原検査            健康診査 

 ・超音波検査（必要に応じて） 

 ・ＨＣＶ抗体価検査（必要に応じて） 

 ・ＨＩＶ抗体価検査（必要に応じて） 

●妊婦精密健康診査 

 

保

健

指

導 

           ●新生児訪問指導 

●妊産婦保健指導・訪問指導 

  

市 

 

 

 

 

町 

 

 

 

 

村 

業 

選

択

事

  

 

 

 

          ●乳幼児医療費助成事業 

          ●小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業 

 

 

          

 

●妊産婦医療費助成事業（一部の市町村） 

  

【次世代育成支援対策交付金事業】 

業 

業 

   （「食育」の推進、家庭内等における子どもの事故防止対策の推進、思春期保健対策等の推進 等）

  ●乳児家庭全戸訪問事

  ●養育支援訪問事

  ●その他の事業 

資料：福島県児童家庭課 
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[３] 小児医療体制の充実                      

 

       

今後も、危険度の高い妊婦をあらかじめ集中治療管理のできる施設に収容するなど、妊娠、出

産から新生児に至るまでの一貫した総合的な周産期医療システムを構築していきます。 

本県の出生率は全国平均をわずかに下回り、出生率の低下が懸念されており、周産期死亡率

は概ね低下しております。 

周産期死亡率等の推移
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料：保健統計の概況（福島県保健福祉部） 

 

資

 
周産期医療システム体系図 

注

総

重児等に対し高度な医療を行

象施設－県立医科

地

 

ノ内病院、独立行政法人国立病

人竹田綜合病院、いわき市立

周

生総合病院、公立相馬総合病院） 

釈： 

合周産期母子医療センター： 

 母体・胎児集中治療管理室を含む産科病棟と新生児

集中治療管理室を含む新生児病棟を有し、重症妊娠中

毒症、切迫早産等で、妊娠、出産に影響を及ぼす危険

性の高い妊婦や低出生体

うことができる医療施設を指す。（対

大学医学部附属病院） 

域周産期母子医療センター： 

 産科及び新生児医療を担当する小児科等を備え、周

産期に係る比較的高度な医療行為が行える医療施設を

指す。（対象施設－財団法人大原綜合病院、財団法人太

田綜合病院附属太田西

院機構福島病院、財団法

総合磐城共立病院） 

産期医療協力施設： 

 周産期母子医療センター以外の施設で、異常のある

妊娠、分娩、新生児の治療管理を行う施設を指す。（対

象施設－財団法人湯浅報恩会寿泉堂 
      資料：福島県医療看護課作成 

綜合病院、財団法

人星総合病院、福島県厚生農業協同組合連合会白河厚
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家庭への支援                      [４] 子育て  

  ① 

年は、保護者の就労形態の多様化などに伴い保育ニーズも多様化

しており、乳児保育のほか、延長保育、子育て家庭に対する相談活動など幅広い事業を行い子育

 

                    保育所利用児童数の推移（各年４月１日現在） 

保育所 

保育所は、仕事や病気などで乳幼児を保育することができない保護者の委託を受けて、日々乳

幼児を保育する施設です。近

て家庭を支援していきます。 
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                  資料：福島県子育て支援課調べ 

  ② 

保育所に入所を希望しながら入所することができない、保育所入所待機児童の解消に向け、

市町村と協力していきます。 

                             

保育所入所待機児童 

待機児童数の方部別内訳

南会津計（0人）,

0.0%

県南計（27人）,

14.1%

県中計（6人）, 3.1%

県北計（121人）,

63.0%

中核市計（0人）,

0.0%

相双計（29人）,

15.1%

待機児童数

計192人

(H21.4.1現在)

会津(9人）

4.7%

 
資料：福島県子育て支援課調べ  
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③ 

児不安等についての相談指導や子育てサークルの育成・支援などを行い、地域全体の子育

。 

           地域子育て支援センター設置状況 
                         平成 20 年度       平成２２年度目標（１００か所） 

             注釈：地域子育て支援センターの設置数の現状と目標値を表示しています。 

         

   ④ 

家庭で子育てしている保護者の疾病、育児疲れ、パート就労などに対応するため、一時的に保

きます。 

                          一時保育実施状況 
                         平成２０年度       平成２２年度目標（５０％） 

保育を実施している保育所の割合）の現状と目標値を表示しています。 

                           資料：福島県子育て支援課調べ    

   

⑤ 

親家庭の自立の促進を図りながら、その児童の健全な成長を確保することが

重要な課題となっていることから、ひとり親家庭に対して、総合的な自立支援対策を図っていく

必要があります。 

地域子育て支援センター 

育

て支援の拠点となる地域子育て支援センターを増やしていきます

 

          

         

       

 
６１か所 

 

                                      資料：福島県子育て支援課調べ

 

一時保育（※平成２１年４月）から「一時預かり」へ名称変更） 

育が必要となった児童を受け入れる保育所を増やしてい

 

       

 
２７．４％ 

 

              注釈：平成２０年度の一時保育実施率（全保育所に占める一時保育及び特定 

                

ひとり親世帯 

離婚の増加等により、ひとり親家庭は年々増加の傾向にあります。子育てと仕事を両立しなけ

ればならないひとり

ひとり親世帯数の推移
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22,17121,56421,18220,56520,05118,280 19,83017,082
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資料：福島県児童家庭課調べ 
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⑥ 

が低く、経済的に不安定

な状態にあります。ひとり親家庭の医療費の自己負担額の一部を公費で負担することにより、ひと

り親家庭の経済的負担を軽減し、健康と福祉の増進を図っています。 

ひとり親家庭への医療費助成 

ひとり親家庭の状況は様々ですが、一般世帯に比べて平均的に所得

ひとり親家庭医療費助成事業補助実績

499,521498,969481,147459,802413,696
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資料：福島県児童家庭課調べ 

  ⑦ 

母子自立支援員は各保健福祉事務所及び中核市に配置され、母子家庭等からの生活、養育

などの相談に応じ、自立に必要な指導、助言を行っています。 

母子自立支援員 

母子自立支援員相談受付件数の推移
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資料：福島県児童家庭課調べ 

 



  ⑧ 母子寡婦福祉資金貸付 

母子福祉資金、寡婦福祉資金は、母子家庭及び寡婦の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、安定した生活を営めるように資金の貸与を行う制度です。 

 

 母 子 福 祉 基 金 寡 婦 福 祉 基 金 

１５年度実績 １６年度実績 １７年度実績 １８年度実績 １９年度実績 20年度実績 １５年度実績 １６年度実績 １７年度実績 １８年度実績 １９年度実績 20年度実績 年度別 

資金別 件数 金  額 件数 金  額 件数 金  額 件数 金  額 件数 金  額 件数 金  額 件数 金  額 件数 金  額 件数 金  額 件数 金  額 件数 金  額 件数 金  額 

事業開始 4 7,225 1 2,830 1 2,000 0 0 0 0 1 2,,830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

事業継続 3 3,060 2 882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,000 1 1,200 0 0 

新規 119 50,796 119 49,237 110 53,096 80 35,927 72 34,501 79 37,320 4 1,889 4 2,871 3 1,740 3 1,188 2 585 1 360 修学 

継続 166 71,591 182 84,228 190 85,066 180 84,578 134 62,715 129 61,052 8 5,136 4 3,414 6 5,022 4 3,498 3 1,716 ２ 1,248 

新規 2 256 2 720 1 600 3 1,058 1 24 1 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 技 能

習得 継続 1 600 0 0 2 720 1 600 2 756 1 24 0 0 ０ ０ 0 0 0 0 0 0 0 0 

新規 8 2,841 14 5,687 14 5,481 11 3,556 10 3,617 5 1,950 0 ０  2 930 0 0 0 0 1 600 0 0 修業 

継続 6 2,778 4 1,404 4 1,849 4 2,154 0 0 1 600 1 204 1 102 0 0 0 0 0 0 0 0 

就職支度 3 670 4 620 1 100 3 480 4 728 3 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

医療介護 0 0 1 300 1 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

新規 12 3,572 10 3,720 8 2,518 7 3,175 5 1,312 14 3,039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 生活 

継続 3 650 5 804 2 1,908 1 600 1 960 1 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

住宅 1 280 0 0 0 0 0 0 2 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,500 1 1,500 0 0 

転宅 6 1,355 10 1,871 1 222 1 120 3 387 6 973 0 0 0 0 0 0 1 228 0 0 0 0 

結婚 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

修学支度 87 20,452 102 27,876 82 21,213 73 18,908 77 24,239 84 24,487 0 0 1 260 1 590 1 85 1 347 0 0 

児童扶養 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

特例児童扶養 2 98 2 96 2 105 1 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

合計 423 166,224 458 180,275 419 175,028 365 151,192 311 132,239 325 134,,064 13 7,229 12 7,577 10 7,352 11 7,499 9 5,948 3 1,608 

 

資料：福島県児童家庭課調べ 
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[５] 子育てと仕事の両立支援                  

  ① 乳児保育、延長保育 

核家族化の進行やライフスタイルの多様化、共働き家庭の一般化等に伴い、様々な保育サービ 

スが求められており、利用者の視点に立った保育サービスの充実を図っていく必要があります。 

 

                          乳児保育実施状況 

 
平成２０年度    平成２２年度目標（９３．８％） 

７０．０％ 
 

          注釈：乳児保育実施率＝全保育所のうち乳児保育を実施する保育所の割合 

 

                          延長保育実施状況 

 
平成２０年度  平成２２年度目標（７０％） 

６３．３％ 
 

注釈：延長保育実施率＝１１時間の開所時間の前後において保育時間を延長して保育を行う保育所の割合 

 

                                               資料：福島県子育て支援課調べ 

 

  ② 放課後児童クラブ 

近年、昼間保護者が家庭にいない主に小学生低学年児童等に生活の場を提供する放課後児

童クラブのニーズが高まっています。地域の実情に応じた放課後児童クラブの設置を進めます。 

 

放課後児童クラブ数及び放課後児童クラブ設置率
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資料：福島県子育て支援課調べ 
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  ③ 児童手当の支給 

家庭における生活の安定と児童の健全育成や資質向上を図るため、小学校修了前の児童を

養育し、所得が一定額未満の方に児童手当を支給しています。 

・３歳以上小学校修了前の児童（１２歳到達後最初の年度末までの児童） 

・支給額 第１子・第２子 月額５，０００円（３歳未満の児童 一律１０，０００円） 

第３子以降 児童１人につき月額１０，０００円 

本県の児童手当支給の現状
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資料：児童手当事業年報 

  ④ 乳幼児医療費の助成 

年齢の小さい子どもを持つ家庭では、子どもの疾病などで医療機関を受診する機会も多く、医

療費の負担が大きくなっています。本県では、乳幼児を持つ家庭の医療費負担を軽減し、安心し

て医療が受けられるよう、対象年齢を入院・通院ともに就学前までとしています。 

                      乳幼児医療費助成事業の対象年齢別都道府県数 

（中卒）１５                                                                   ２ 

（小卒）１２ 

（小３）                                                  ２ 

         ８ 
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福島県の位置（入院・通院ともに修学前まで 

６                                       １ 

 

就学前                                                         ２        ２ 

                                    ２ 

４                              １ 

１               ３ 

         ２            １                    ３                       １        １ 

 

０ 

２６ 
通

院

の

対

象

年

齢 

 

０       ２       ４      就学前    ６    ８  （小３）   （小卒１２）  （中卒１５） 

注釈：○の内外の数字は都道府県の数                              資料：福島県児童家庭課調べ 入院の対象年齢



[６] 子どもの健全育成の推進                    

  ① 児童館・児童センター 

児童館・児童センターは、地域の児童健全育成の拠点として、すべての児童を対象とした各種

活動を実施しています。 

 

                 児童館・児童センター設置状況 

 

                         （平成２１年４月１日現在）（休館中を除く） 

市町村名 設置数 市町村名 設置数 市町村名 設置数 

福島市 ５ 鏡石町 １ 大熊町 ２ 

二本松市 ２ 石川町 １ 双葉町 １ 

郡山市 １ 三春町 １ 浪江町 １ 

須賀川市 ３ 小野町 １ 新地町 １ 

白河市 ２ 田村市 ５   

会津若松市 ４ 西郷村 ２   

喜多方市 ７ 泉崎村 １   

相馬市 ２ 磐梯町 １   

南相馬市 ５ 猪苗代町 １   

いわき市 ３ 会津美里町 １   

桑折町 １ 檜枝岐村 １   

伊達市 ３ 広野町 １   

本宮市 ２ 富岡町 ３ 合  計 ６５ 

資料：福島県子育て支援課調べ 

 

  ② 地域組織活動 

地域組織は、母親の連帯組織（母親クラブ）など、児童健全育成に寄与する自主的な団体であ

り、児童の事故防止のための奉仕活動、家庭養育に関する研修活動、キャンプやレクリエーション

活動、読書会などの親子及び世代間交流などを地域の実情に応じて行っています。 

 

                 地域組織活動(母親クラブ)設置状況  

 

（平成２１年４月１日現在） 

                        
市町村名 クラブ数 市町村名 クラブ数

郡山市 １ 本宮市 ７ 

須賀川市 ２ 三春町 １ 

白河市 ５ 小野町 １ 

田村市 ５ 北塩原村 ２ 

会津若松市 ３ 猪苗代町 ６ 

喜多方市 １４ 双葉町 １ 

相馬市 １ 浪江町 １ 

南相馬市 ８   

いわき市 ７   

桑折町 １ 合  計 ６６ 

資料：福島県子育て支援課調べ 
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[７] 子どもの権利擁護の推進                    

  ① 児童相談所 

児童や家庭を取り巻く環境は、少子化の進行、共働き家庭の一般化、地域社会の人間関係の

希薄化等に伴って大きく変化しており、それによって、家庭や子どもに関する不安や悩みは増加し

ています。児童相談所では、これらの相談を受け、子どもやその保護者等への相談援助活動を行

っています。 

 

児童相談所相談受付件数の推移 

内        訳  

区  分 

 

全  国 

 

県 全 体 中央児相 県中児相 会津児相 浜児相 

平成７年度 ３１２，９８７ ４，５３５ ２，８３４ － ７２７     ９７４

平成８年度 ３１７，４５５ ４，７３１ ２，７７１ － ７５５ １，２０５

平成９年度 ３２６，５２３ ４，３６７ ２，４９１ － ７０７ １，１６９

平成１０年度 ３３６，２５０ ４，７２０ ２，７９２ － ７１３ １，２１５

平成１１年度 ３４７，８４２ ４，７９０ ２，８８５ － ６４５ １，２６０

平成１２年度 ３６２，１４２ ５，３７０ ３，３８６ － ７０５ １，２７９

平成１３年度 ３８２，０９４ ６，１８５ ３，９９８ － ８２２ １，３６５

平成１４年度 ３９８，５３７ ６，４７７ ４，２００ － ７６８ １，５０９

平成１５年度 ３４４，５９４ ５，４３１ ３，４１２ － ７５９ １，２６０

平成１６年度 ３５２，６１４ ５，３３９ ３，２９０ － ７４８ １，３０１

平成１７年度 ３４９，８７５ ４，９１０ ３，０３３ － ６７４ １，２０３

平成１８年度 ３８０，９６１ ５，４２２ ３，１６２ － ８９７ １，３６３

平成１９年度 ３５９，４４３ ５，６２２ １，９５０ １，５６５ ９５７ １，１５０

平成２０年度 ３６４，４１４ ５，４７２ １，８２３ １，５２８ ９１２ １，２０９

前年比 101.4% 97.3% 93.5% 97.6% 95.3% 105.1% 

 

資料：福島県児童家庭課調べ 

 
 
 

児童相談所における相談内容別受付状況(平成 20 年度) 

区 分 養護 保健 障がい 非行 育成 その他 計 

１，０３３    １３ ２，８９９   １７９    ７９８    ５５０  ５，４７２県全体 

 １８．９％ ０．２％ ５３．０％ ３．３％ １４．６％ １０．１％ １００．０％

２１２    ９ ８１０   ５２    ３８３    ３５７  １，８２３中  央 

 １１．６％ ０．５％ ４４．４％ ２．９％ ２１．０％ １９．６％ １００．０％

２８９    １ ９２８   ５２    １５２    １０６  １，５２８県  中 

１８．９％ ０．１％ ６０．７％ ３．４％ ９．９％ ６．９％ １００．０％

２３５    １ ４５２   ２６    １７３    ２５  ９１２会  津 

２５．８％ ０．１％ ４９．６％ ２．９％ １９．０％ ２．７％ １００．０％

２９７    ２ ７０９   ４９    ９０    ６２  １，２０９浜 

２４．６％ ０．２％ ５８．６％ ４．１％ ７．４％ ５．１％ １００．０％

 
資料：福島県児童家庭課調べ 

  



 ② 児童虐待防止 

平成１２年に「児童虐待の防止等に関する法律」が施行されましたが、児童虐待は子どもの健

やかな成長を妨げるばかりでなく、長期間にわたって心身に悪影響を与え、最悪の場合は尊い生

命にも関わる重題な問題です。こうした児童虐待を防止するため、各種施策を総合的に推進する

必要があります。 

児童虐待相談対応件数の推移
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資料：福島県児童家庭課調べ 

  ③ 里親制度 

子どもは親のもとで育てられることが最も望ましいことですが、親の家出、病気、虐待など様々

な事情により両親と一緒に生活することができない子どもがいます。 

こうした家庭環境に恵まれない子どもを一般の家庭に迎えて、温かい愛情と家庭的な雰囲気の

中で養育するのが里親制度です。

里親の状況（各年１２月１日現在）
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資料：福島県児童家庭課調べ 


